
（別紙様式４） 
提出された意見等の概要とこれに対する考え方 

案 件 名 ：兵庫県における環境影響評価制度のあり方について（案）
意 見 募 集 期 間 ：平成２４年１２月２８日～平成２５年１月１８日
意見等の提出件数 ：２件（２人） 

項目等 意見等の概要 件数 県の考え方 

第２の１ 
早期における
環境配慮（ 配
慮書手続の導
入）について

（概要１、本文３ページ）

事業実施に係る環境の保全につい
て、より適切な配慮がなされるた
めには、可能な限り早期の段階に
おいて、環境の保全の見地からの
検討を加え、事業に反映していく
ことが望ましいとされているが、
民間事業の場合、事業の構想段階
での公表は実質不可能であり、早
期の段階での配慮書の対応が困難
である。

１ 〔その他〕

配慮書の内容は、事業の位置・
規模又は施設の配置・構造等を
検討することとしており、民間
事業のように立地場所等が決
まらないと公表できないよう
な場合であっても、事業の規模
や施設の配置や構造等を検討
することにより対応は可能で
あると考えています。

第２の４ 
インターネッ
ト公表

（概要４、本文５ページ）

インターネットは２４時間いつで
も情報にアクセスでき、便利であ
るが、高齢者などインターネット
を利用できない人もいるので、従
前からの紙による縦覧も行ってほ
しい。

１ 〔反映した〕

今回の見直しにより、新たにイ
ンターネットによる公表を事
業者に義務づけますが、紙媒体
による縦覧等の手続きは、これ
までどおり実施を義務づけて
いますので、その旨あり方案を
修正します。

なお、総務省の平成23年版情
報通信白書によると、平成22年
末のインターネット利用者数
は、9,462万人で、人口普及率
は78.2%となっており、ほぼ８
割近い人がインターネットの
利用が可能な環境にあり、これ
まで以上に情報の入手が容易
になります。


